
公益法人の区分
国所管、都道府県所
管の区分

応札・応募者数

PwCコンサルティング合同会社

東京都千代田区大手町1-1-1

ＡＮＡビジネスジェット株式会社

東京都港区西新橋1-18-6

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1

三菱重工株式会社

東京都千代田区丸の内3-2-3

株式会社サイバーディフェンス研究
所

東京都千代田区神田駿河台2-5-1

※公益法人の区分において、「公財」は「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及
び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及

び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及び住
所

法人番号
随意契約によることとした会計法

令の根拠条文及び理由
（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率 再就職の役員の数

公益法人の場合

備考

再生可能エネルギー
導入に係る検討委託
業務（変更契約）一
式

支出負担行為担当官
大臣官房会計課
会計管理官　平下　一三
東京都新宿区市谷本村町5-1

11月8日 7010001067262

本契約は、既に締結している役務
の契約履行中に新たな役務が発生
したため、当該新たな役務につい
て、原契約者と契約したものであ
る。（根拠法令：会計法第２９条
の３第４項）

9,959,281

協議参加のための航
空機チャーター等一
式

支出負担行為担当官
大臣官房会計課
会計管理官　平下　一三
東京都新宿区市谷本村町5-1

11月11日 9010401139007

部隊側で運用上その他の所要を満
たす物件の調査を行った結果、最
適と判断された物件であり、契約
相手方が特定されるため。（根拠
法令：会計法第２９条の３第４
項）

34,832,000 34,832,000 100.00%

9,900,000 99.40%

人事・給与情報シス
テム　アプリケー
ション保守役務（０
６要求）一式

支出負担行為担当官
大臣官房会計課
会計管理官　平下　一三
東京都新宿区市谷本村町5-1

11月15日 1020001071491

将来の弾道ミサイル
迎撃体制についての
調査研究に係る役務
（変更契約その２）
一式

支出負担行為担当官
大臣官房会計課
会計管理官　平下　一三
東京都新宿区市谷本村町5-1

11月19日 8010401050387

本契約は、既に締結している役務
の契約履行中に新たな役務が発生
したため、当該新たな役務につい
て、原契約者と契約したものであ
る。（根拠法令：会計法第２９条
の３第４項）

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため非公表

公募を実施した結果、参加者が契
約相手方１者のみであり、当該契
約相手方が審査に合格したため。
（根拠法令：会計法第２９条の３
第４項）

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため非公表

2,018,534,100 非公表

米国サイバーレンジ
教育に係る通訳役務
一式

支出負担行為担当官
大臣官房会計課
会計管理官　平下　一三
東京都新宿区市谷本村町5-1

11月29日 6010001120410

部隊側で運用上その他の所要を満
たす物件の調査を行った結果、最
適と判断された物件であり、契約
相手方が特定されるため。（根拠
法令：会計法第２９条の３第４
項）

6,864,000 6,864,000 100.00%

3,746,600 非公表

付紙様式第４


